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１ 概要                                

奥州市議会では、令和４年に執行された市議会議員選挙において、立候補者数

が議員定数と同数となり、無投票当選が生じたことを受け、議員のなり手不足を

議会運営上の重要な課題として捉え、その要因及び対応策について検討を行っ

てきた。 

本件については、一時的な現象ではなく、全国的にも同様の事例が増加してい

る状況を踏まえ、構造的な課題として整理し、議会として中長期的な視点から対

応する必要があるとの認識のもと、市政調査会を中心に調査研究を進めてきた

ものである。 

検討に当たっては、全国、岩手県内及び東北地方における市議会議員選挙の動

向分析を行うとともに、同規模自治体の議員定数及び議員報酬の状況、なり手不

足対策の取組事例について調査を実施した。また、議員活動量調査や全議員を対

象としたヒアリング調査、有識者を招いた研修会及び講演会を実施し、専門的知

見の把握に努めた。 

さらに、市民の意見を把握するため、市内５地域において市民フォーラムを開

催し、議員定数及び議員報酬の在り方をはじめ、議会や議員活動に対する市民の

受け止めについて意見交換を行った。 

これらの調査・検討を踏まえ、議員間討議を重ねた結果、議員のなり手不足は、

議員定数や議員報酬のみならず、議会活動の見えにくさ、議員活動に対する負担

感、生活設計や将来不安、多様な人材が参画しにくい環境など、複数の要因が相

互に影響し合って生じていることが整理された。 

最終的な議員間討議の結果として、議員定数については現状を維持すべきと

する意見が過半数を占め、議員報酬については引上げが必要とする意見が多数

となった。一方で、議員定数を維持するのであれば議員報酬も現状維持とすべき

とする意見も一定数示されたことから、総合的に判断し、令和８年３月の次期改

選においては議員定数及び議員報酬ともに現状維持とする方向性が確認された。 

併せて、広聴・広報活動の充実や市民参画の機会の拡大等について、継続的に

取り組む必要性が共有された。 
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２ 検討の背景と目的                             

近年、全国的に地方議会議員選挙における無投票当選や定員割れが増加して

おり、令和５年統一地方選挙においてもその傾向が顕著となっている。岩手県

内においても、議員定数の削減や議員報酬の増額を実施した自治体であっても

無投票当選が生じている事例が確認されており、単一の施策のみでは議員のな

り手不足の解消に至らない状況が明らかとなっている。 

奥州市議会においても、令和４年３月の市議会議員選挙において、議員定数

28 人に対し立候補者数が同数となり、無投票当選が生じた。これは、議会の構

成や市民の多様な意見を反映するという観点からも看過できない状況であり、

議員のなり手不足を一過性の事象ではなく、議会運営の持続性に関わる重要な

課題として捉える必要性が顕在化したものである。 

奥州市議会の議員定数は、平成 26 年以降 28 人で推移している。また、議員

報酬については、平成 30 年に 36 万円へ改定が行われて以降、現在に至るまで

見直しは行われておらず、その間における社会経済情勢の変化や議員活動を取

り巻く環境の変化、近隣自治体との均衡等を踏まえた検証が十分に行われてき

たとは言い難い状況にある。近隣自治体と比較した場合においても、必ずしも

高水準とは言えない状況が継続している。 

このような背景を踏まえ、議員のなり手不足の要因を多角的に整理するとと

もに、議会として取り組むべき対策及び議員定数・議員報酬の在り方につい

て、これまでの検討経過や市民意見を踏まえながら総合的に検討することを目

的として、本検討を開始したものである。 

なお、奥州市議会における議員定数及び議員報酬の変遷は次ページの表１の

とおりである。 

 

 

 

 

令和６年３月 市政調査会資料より抜粋 
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年 概要 定数 報酬

平成18年（2006年） 　市町村合併により奥州市が発足。

　合併後の議員定数は合併特例に基
づき41人でスタート。

41人 321,000円

平成22年（2010年） 　合併特例終了に伴い、議員定数を

34人へ削減。以降、段階的な定数見
直しが行われる。

34人 321,000円

平成26年（2014年） 　全国市議会の人口10万～20万人の

平均議員数が27.4人であること、類
似団体議員数が25人前後に集中し県
内８市が削減したこと、人口減少と
行財政改革の観点から小幅削減と
し、議員定数を28人とする。この定
数が以後、現在に至るまで維持され
ている。

28人 321,000円

平成30年（2018年） 　議員報酬を改定し、月額360,000円

とする。
　近隣市との均衡等、多角的に比較
検討した結果の見直し。

28人 360,000円

令和４年（2022年） 　市議会議員選挙において、定数28

人に対し立候補者28人となり、無投
票当選が発生。
　これを契機として、議員のなり手
不足対策及び定数・報酬の在り方に
関する本格的な検討を開始。

28人 360,000円

（表１）奥州市議会における議員定数・議員報酬の変遷
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３ 検討経過                                

検討の初期段階では、全国及び東北地方、岩手県内における市議会議員選挙の

結果を分析し、無投票当選や定員割れの発生状況と、議員定数の削減や議員報酬

の改定との関係性について整理を行った。その結果、定数削減や報酬増を実施し

た場合であっても、必ずしも立候補者数の増加につながらない事例が多いこと

が確認された。 

次に、有識者による研修会や議員活動量調査、議員ヒアリング調査を通じ、議

員のなり手不足は、「議員活動の負担感や責任の重さに対する不安」、「収入や生

活設計への不安」、「議会活動の内容が市民に十分伝わっていないこと」、「多様な

人材が参画しにくい制度や慣行」など、複数の要因が相互に影響し合って生じて

いる構造的な課題であることが整理された。 

令和６年 12 月に市内５地域で開催した市民フォーラムでは、延べ 91 名の市

民が参加し、議員定数については「ちょうどよい」とする意見が多数を占めた。

一方、議員報酬については「少ない」とする意見が６割を超え、特に現役世代や

若年層が議員活動を行う上での生活面への不安が指摘された。また、議会や議員

の活動内容が分かりにくいとの意見も多く、広報や対話の在り方に関する課題

が示された。 

これらの調査結果を踏まえて実施した議員間討議では、議員定数については

現状維持とすべきとの意見が過半数を占め、市民意見の尊重や多様な声を市政

に反映する観点が重視された。議員報酬については「引上げが必要」とする意見

が多数となったものの、議員定数との関係性や、市民理解を得るための期間を確

保することの重要性等を踏まえ、令和８年３月の次期改選においては現状維持

とする判断に至った。 

 

（表２）主な検討、活動の経過 

令和４年 10 月～令和５年９月 議員活動量調査 

令和５年３月 なり手不足や議会の在り方に関する講演会 

令和５年８月 なり手不足や議会の在り方に関する講演会 

令和５年９～10 月 議員ヒアリング調査 

令和６年 12 月 市民フォーラムの開催（市内５地域） 

令和７年２月 議員間討議 

令和７年８月 市民フォーラムの開催 
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４ 結論と今後の継続取組事項                        

これまでの調査研究、議員間討議及び市民フォーラム等を通じた検討の結果、

議員のなり手不足については、議員定数や議員報酬の見直しのみをもって解消

できる課題ではなく、議会活動の見える化、市民との対話機会の充実、多様な人

材が参画しやすい環境整備等を含め、総合的かつ継続的に取り組む必要がある

との認識が共有された。 

議員定数及び議員報酬については、次期改選においては、これまでの検討経過

及び市民意見等を踏まえ、現状を維持することとする。これは、現時点における

検討の結論として整理したものであり、議員定数及び議員報酬の在り方に関す

る検討を終了するものではない。 

今後については、令和８年３月の次期改選後の任期において、速やかに議員定

数及び議員報酬の在り方に関する検討に着手し、その議論の結果をもって令和

12 年３月の次々期改選を迎えるものとする。これまでに整理された課題や検討

結果を踏まえるとともに、社会情勢の変化や市民意見を適切に把握しながら、必

要な見直しについて検討を行っていく。 

併せて、広聴・広報活動の継続的な実施、議会活動の見える化の推進、議会Ｄ

Ｘの取組強化、主権者教育や若年層との対話機会の充実等、議員のなり手不足の

解消に資する取組については、今後も継続して実施していくものとする。 


